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11.1 導入 

本章は、ＰＯＬの貯蔵、輸送及び流通に起因する汚染の防止及び管理に関す

る基準を定める。 

11.1.1 ＰＯＬ又は危険物質を含むＵＳＴシステムに関する基準は、ＪＥＧ

Ｓ第章に記載されているが、以下は 例外である。 

11.1.1.1 貯蔵容器とみなされ、11.4.4 項に記載されているＵＳＴ。 

11.1.1.2 地上式貯蔵容器又は地下式貯蔵容器ともみなされる特殊なＵＳ

Ｔシステム。これらのシステムも本章の基準の対象となりうる。施設は、基準

の適用性を判断するために、そのような ＵＳＴ システムを評価し、可能な限

りそのような基準に準拠しなければならない。 

11.1.2 ＰＯＬの流出防止及び対応基準は、ＪＥＧＳ第１３章に含まれる。 

11.2 一般 

ＰＯＬ施設とみなされる施設は、ＰＯＬ貯蔵の種類と容量、及びＰＯＬ輸送・

流通活動の種類に基づいて、 本章の適用所要事項に準拠しなければならない。

ＰＯＬ施設とみなされるか否かにかかわらず、全ての施設は、ＪＥＧＳ第１３

章の流出防止及び対応の所要事項、ならびに該当する場合には第 11.6.3項及び

第 11.6.4項の所要事項に準拠しなければならない。 

11.3 要員の訓練 

最低でも、ＰＯＬを取り扱う全ての人員は、毎年以下のトレーニングを受け

なければならない。 

11.3.1 一般的な施設運営。 

11.3.2 偶発的な排出を防ぐための機器の操作及び維持管理（Ｏ＆Ｍ）。 

11.3.3 流出対応手順。 

11.3.4 流出防止及び対応計画の内容。 

11.4 ポリエチレン保存容器 

11.4.1 設計及び建設 

11.4.1.1 全てのＰＯＬ保存容器 ＰＯＬ保存容器は、意図しない排出を

防ぐために、業界標準及び慣行に従って設計又は近代化されなければならない。 

11.4.1.1.1 ＰＯＬ 保存容器の材料と構造は、保管されている材料と適

合していなければならない。 

11.4.1.1.2 設計は、業界標準及び慣行に従うものとする。 



【本文書は日本語仮訳です】ＪＥＧＳは英語が正文です。日本語仮訳の用語が日本の関係法令上

の用語と同一だとしても、その定義は必ずしも一致するとは限りません。 

日本環境管理基準                   ２０２２ＪＥＧＳ 

             第四部 第１１章 石油、油脂、潤滑油（ＰＯＬ） 

11.4.1.1.3 移動式燃料補給機を除き、ＰＯＬ保存容器は、適切な流出

及び漏出防止オプション (過充填アラーム、フローシャットオフ又はリストリ

クター装置など) を備えていなければならない。 

11.4.1.2 地下及び部分的に埋設された地上の貯蔵容器 完全及び部分的

に埋設された金属製 ＰＯＬ容器及び配管は、業界標準及び慣行に従って、腐食

から保護されなければならない。 

11.4.2 検査及び試験 

11.4.2.1 全てのＰＯＬ保存容器 

11.4.2.1.1 全ての容器は、米国石油協会 (ＡＰＩ)、スチールタンク協

会 (ＳＴＩ)、ＵＦＣ などの業界標準及び慣行に従って、検査及び試験を行い、

結果を文書化するものとする。 

11.4.2.1.2 ＰＯＬ貯蔵容器に関連する全ての地上のバルブ、配管、及

び機器は、業界標準及び慣行に従って検査されるものとする。 

11.4.2.1.3 移動式燃料補給機及び移動式地上貯蔵容器を除き、液面検

知装置は、適切な動作を確実にするために検査されなければならない。 

11.4.2.2 埋設配管 ＰＯＬ保存容器に関連する埋設配管は、設置、変更、

建設、移転、又は交換の際に、完全性と漏れの検査を行わなければならない。 

11.4.2.3 地下貯蔵容器 地下貯蔵容器は、設置、変更、建設、移転、又

は交換の際に、定期的に漏れの検査を行うものとする。 

11.4.3 二次的封じ込め 

11.4.3.1 全てのＰＯＬ保存容器 全てのＰＯＬ保存容器。米国の認可を

受けた専門技術者が、二次的な封じ込め方法が実用的ではないと判断した場合、

油の排出を防止し封じ込めるために取られた代替的な保護手段を実施し、文書

化することで、これらの基準を免除することができる。 

11.4.3.1.1 ＰＯＬ保存容器は、最大の単一タンクの全内容物を保持で

きるサイズの二次的封じ込め手段 (例えば、堤防) と、製品の降水と膨張を可

能にする十分なフリーボードを備えるものとする。これには、移動式燃料補給

機及び移動式地上貯蔵容器は含まれない。適切に設計された流出及び漏出防止

オプション（過充填アラーム、流量遮断装置又は 制限装置など）が装備されて

いるＰＯＬ貯蔵容器は、二重壁容器を使用することで二次封じ込めを行うこと

ができる。  

11.4.3.1.2 ＰＯＬ保存容器（固定式及び移動式）は、容器システムの

全ての部分から放出される可能性のある物質を特定し、封じ込めるために、一

般的な二次封じ込め分析を行うものとする。これには、容器へのＰＯＬの出し

入れや、全てのバルブ、地上及び地下のパイプの漏れや破裂が含まれる。適切

な一般的二次封じ込め対策が特定され、実施されなければならない。 
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11.4.3.2 地下貯蔵容器 ＵＳＴ基準の対象とならない完全に埋設された

容器は、代替として、漏洩検知装置と流域を備えた漏洩防止装置を使用するこ

とで、二次封じ込め基準を満たすことができる。 

11.4.3.3 移動式燃料補給機及び移動式地上貯蔵容器 移動式燃料補給機

及び移動式地上貯蔵容器は、日本の水域への排出を防ぐために、駐車時及び配

置時に一般的な二次封じ込めを提供しなければならない。 

11.4.3.4 封じ込めエリアの透水性 封じ込めエリアの透水性は、毎秒１

０センチメートルを超えてはならない。 

11.4.3.5 封じ込めエリアの排水 格納容器からの雨水の排水は、使用さ

れていないときにロックされたバルブによって制御されなければならない。雨

水は、封じ込めエリアから排水する前に、石油の付着がないか検査し、記録し

なければならない。石油が付着している場合は、排水する前に吸着剤で回収す

るか、油水分離器で処理する必要があります。ＪＥＧＳ付録 16Aの危険な特性

を示す吸着材は、ＪＥＧＳ第１６章に従って管理及び処分されなければならな

い。 

11.4.4 保管容器に関する追加要求事項 

11.4.4.1 貯蔵容器の設計は、表 11.1 に記載の要求事項に準拠しなけれ

ばならない。 

11.4.4.2 貯槽と排出制御は、適切なＯ＆Ｍのための業界標準と慣行に従

わなければならない。 

11.4.5 保存容器の廃棄物 

11.4.5.1 ＰＯＬの貯蔵容器廃棄物（スラッジ、残留物、底部水など）は、

ＪＥＧＳパラグラフ 16.3に従って特性を調べ、有害であるかどうかを判断しな

ければならない。廃棄物がＪＥＧＳ付録 16Aに定義される有害廃棄物の特性を

示す場合、ＪＥＧＳ第１６章の所要事項に従って処理・処分されなければなら

ない。 

11.4.5.2 検査により、貯蔵容器の廃棄物が特性を示さず、危険ではない

ことが確認された場合、必要に応じてＪＥＧＳ第１５章の固形廃棄物所要事項

又はＪＥＧＳ第９章の廃水所要事項に従って管理・処分されなければならない。 

11.5 オイルが入った作業用機器 

油で満たされた作業用機器には、一般的な二次封じ込めを行わなければなら

ない。この一般的な二次封じ込めは、過去１２ヶ月以内にオイル充填作業機器

からの３，７８５リットル[１，０００ガロン]を超える 1回の排出、又は１５

９リットル[４２ガロン]を超える２回の排出がなかった施設には必要ありませ

ん。一般的な二次封じ込めが提供されない場合、施設は以下を行うものとする。 
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11.5.1 オイル充填機器の故障又は排出を検知するための、書面による検査

及びモニタリングプログラムを有する。 

11.5.2 排出されたいかなる量の油も迅速に管理・除去するために必要な、

人員、機器、資材の書面による約束を有する。 

11.5.3 この情報を、施設の流出防止及び対応計画に含める。 

11.6 輸送及び流通 

11.6.1 積込み、荷降ろし用ラック及び移動エリア 

11.6.1.1 二次的封じ込め 

11.6.1.1.1 積込み及び荷降ろし用ラック 積み下ろしラックで積み下

ろしされる鉄道車両又はタンクローリーの単一コンパートメントの最大容量以

上の排出物を処理するように設計された、サイズの二次封じ込めが提供されな

ければならない。 

11.6.1.1.2 搬送エリア 一般的な二次封じ込め、堤防、防波堤、暗渠、

流出分水池のような適切な封じ込め又は分水構造、あるいは吸着材、堰、ブー

ム、その他の 障壁のような設備が、ＰＯＬの流出を防ぐために、移動エリアに

提供されなければならない。 

11.6.1.2 出発する車両の警告システム及び障壁 積み込み及び荷降ろし

ラックでは、フレキシブル又は固定式のオイル移送ラインが完全に切断される

前に車両が出発することを 防止するために、インターロック式の警告灯又は物

理的バリアシステム、警告標識、ホイールチョック、又は車両ブレークインタ

ーロックシステムが提供されなければならない。 

11.6.1.3 車両点検 荷役用ラック及び移動エリアの両方で、タンク車又

はタンクローリーの出発前に、そのような車両の最下部の排 水口及び全ての排

出口は、排出物がないか綿密に検査されなければならず、必要な場合には、輸

送中の液体の排出を 防ぐために、締め付け、調整、又は交換されなければなら

ない。 

11.6.2 ＰＯＬ のパイプライン設備 ＰＯＬを運搬する全てのパイプライ

ン設備は、以下を含む、業界標準及び慣行に従って、検査、試験、及び保守を

行わなければならない。 

11.6.2.1 ＰＯＬを取り扱う各パイプライン事業者は、運用、保守及び緊

急時のための手順マニュアルを作成し、それに従うものとする。 

11.6.2.2 新規の各パイプライン施設、及び配管が交換又は再配置された

各施設は、操業開始前に、業界の標準及び慣行に従って、漏れのないように試

験されなければならない。 

11.6.2.3 全ての新規ＰＯＬパイプライン施設は、ＡＰＩ、ＳＴＩ又はＵ

ＦＣなどの業界標準及び慣行を満たすよう設計及び構築されなければならない。 
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11.6.3 大容量ガソリン工場 以下の所要事項は、容量が９４６リットル[２

５０ガロン]以上の貯蔵タンクへのガソリンの積み込み、又は全ての貨物タンク

へのガソリンの積み込みに適用される。バルク・ガソリン・プラントの所要事

項は、空港の貯蔵タンクへの航空ガソリンの積み込み、又はその後の空港内で

の航空ガソリンの移動には適用されない。 

11.6.3.1 ガソリンの取り扱い ガソリンは、長時間にわたって大気中に

蒸気を放出するような方法で取り扱ってはならない。取るべき対策は以下のと

おりであるが、これに限定されない。 

11.6.3.1.1 ガソリンのこぼれを最小限に抑え、可能な限り迅速にこぼ

れたものを清掃する。 

11.6.3.1.2 使用していない時は、全ての開いたガソリン容器及び全て

のガソリン貯蔵タンクの充填パイプにガスケットで蓋をする。 

11.6.3.1.3 ガソリンを収集し、油水分離機などの再生・リサイクル装

置に輸送する、開放型廃棄物収集システムに送られるガソリンは最小限にする。 

11.6.3.2 水面下での充填 ガソリンは、水中充填を用いてのみ、貯蔵タ

ンク及びカーゴタンクに積み込まれなければならない。 

11.6.3.3 検査 施設でガソリンを使用している全ての機器の月例リーク

検査を実施しなければならない。各検査をログブックに記録すること。ログブ

ックには、ガソリンを使用している全ての機器の位置を示すリスト、概要説明、

又は図を含める。 

11.6.3.4 漏れの修理 最初の修理は、漏れが検出されてから可能な限り

早く、遅くとも 5暦日以内に実施されなければならない。漏れている機器の修

理又は交換は、可能であれば、検知後 15 暦日以内に完了しなければならない。 

11.6.4 ガソリン・ディスペンス・ファシリティ（ＧＤＦｓ） 以下の所要

事項は、ＧＤＦの月次処理能力に基づいて、ＧＤＦでのガソリン貯蔵タンクの

積み込みに適用される。施設内の別の場所に２つ以上のＧＤＦがある場合、各

ＧＤＦは別々に扱われなければならない。ＧＤＦの所要事項は、空港の貯蔵タ

ンクへの航空ガソリンの積み込みや、その後の空港内での航空ガソリンの移動

には適用されません。設置場所は、ＧＤＦに設置されている各ガソリン貯蔵タ

ンク及びＧＤＦへ又はＧＤＦからガソリンを配送するガソリン・カーゴ・タン

ク（すなわち、タンクローリー又は鉄道車両）が、以下の所要事項に準拠して

いることを保証しなければならない。 

11.6.4.1 月間処理量が３７，８５４リットル［１０，０００ガロン］未

満の ＧＤＦ ガソリンは、長時間にわたって大気中に蒸気を放出するような方

法で取り扱ってはならない。取るべき対策は以下の通りであるが、これに限定

されない。 



【本文書は日本語仮訳です】ＪＥＧＳは英語が正文です。日本語仮訳の用語が日本の関係法令上

の用語と同一だとしても、その定義は必ずしも一致するとは限りません。 

日本環境管理基準                   ２０２２ＪＥＧＳ 

             第四部 第１１章 石油、油脂、潤滑油（ＰＯＬ） 

11.6.4.1.1 ガソリンのこぼれを最小限に抑え、可能な限り迅速にこぼ

れを清掃する。 

11.6.4.1.2 使用していない時には、全ての開放されたガソリン容器及

び全てのガソリン貯蔵タンクの充填パイプを、ガスケットで覆う。 

11.6.4.1.3 ガソリンを収集し、油/水分離器などの再生利用装置に輸送

する、開放型廃棄物収集システムに送られるガソリンを最小限にする。 

11.6.4.2 月間スループットが３７，８５４リットル[１０，０００ガロン]

以上の ＧＤＦ 取るべき対策は以下の通りであるが、これに限定されない。 

11.6.4.2.1 第 11.6.4.1項の要求事項に従うこと。 

11.6.4.2.2 ガソリンの貯蔵タンクへの積み込みは、水没式充填のみで

行う。 

11.6.4.3 月間処理量が３７８，５４１リットル（１０００，０００ガロ

ン）以上の ＧＤＦ 取るべき対策は以下の通りであるが、これに限定されない。 

11.6.4.3.1 第 11.6.4.1項及び第 11.6.4.2項の要求事項に従うこと。 

11.6.4.3.2 ＧＤＦの各貯蔵タンクに蒸気平衡システムを設置・運用す

る。最低でも、各蒸気平衡システムはこれらの設計基準の全てを満たさなけれ

ばならない。 

11.6.4.3.2.1 貯蔵タンク上の全ての蒸気接続部及びラインには、切

断時に密閉するクロージャを装備するものとする。 

11.6.4.3.2.2 ガソリン貯蔵タンクからガソリンカーゴタンクへの蒸

気ラインは、蒸気密閉されていなければならない。 

11.6.4.3.2.3 製品移動中のタンクローリー内の圧力は、４．５ｋＰ

ａ [１８インチ水]の圧力又は１．５ｋＰａ [５．９インチ水]の真空を超えて

はならない。 

11.6.4.3.2.4 蒸気回収及び製品アダプター、ならびに送出エルボー

との接続方法は、通常の送出作業中の継手の締め過ぎや緩みを防止するものと

する。 

11.6.4.3.2.5 充填管とは別のゲージを使用する場合は、水中投下型

ドロップチューブを備えるものとする。 

11.6.4.3.2.6 全てのシステムの液体充填接続部には、蒸気密閉キャ

ップを装備するものとする。 

11.6.4.3.2.7 圧力/真空ベントバルブは、貯蔵タンクのベントパイプ

に設置するものとする。圧力/真空ベントバルブの圧力仕様は、正圧設定が０．

６～１．５ｋＰａ [水深２．５～６．０インチ]、負圧設定が１．５～２．５ｋ

Ｐａ [水深６．０～１０．０インチ]でなければならない。 
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11.6.4.3.2.8 ２００６年１１月９日以降に建設された貯蔵タンクは、

デュアルポイント・ベーパーバランスシステム (すなわち、貯蔵タンクにガソ

リン充填管用の入口ポートと、蒸気接続用の別の出口ポートが装備されている

ベーパーバランスシステム) を備えなければならない。 

11.6.4.3.3 貯蔵タンクがベーパーバランスシステムを装備しているＧ

ＤＦで荷揚げされるカーゴタンクが、特定の管理慣行に準拠していることを保

証する。これらの慣行は、カーゴタンクから貯蔵タンクにガソリンを移す前に、

これらの条件を全て満たすことを要求する。 

11.6.4.3.3.1 ベーパーバランスシステムの全てのホースが適切に接

続されている。 

11.6.4.3.3.2 貯槽上のベーパーラインに取り付けるアダプター又は

カプラーには、切断時に密閉する閉鎖部がある。 

11.6.4.3.3.3 ガソリン供給に使用される全てのベーパーリターンホ

ース、カプラー、アダプターは、蒸気密閉されている。 

11.6.4.3.3.4 全てのタンクローリーのベーパーリターン装置は、サ

イズが適合しており、ＧＤＦ貯槽のベーパーバランス装置と蒸気密な接続を形

成するものとする。 

11.6.4.3.3.5 タンクローリーの全てのハッチは閉じられ、しっかり

と固定されている。 

11.6.4.3.3.6 ＧＤＦの貯蔵タンクへの充填は、蒸気密のガソリンカ

ーゴタンクからの荷降ろしに限定される。 

11.7 記録管理 

施設は、本章のＰＯＬの設計・施工、検査・試験、二次的封じ込め、その他

の基準に関連する記録を維持しなければならない。このような記録管理は、Ｊ

ＥＧＳ第１３章の流出防止及び対応基準の一部として実施することができる。 
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表 11.1: 石油液の貯蔵容器の所要事項 
日付 貯蔵区分 所要事項 

１９７４年３
月８日以降、
１９７８年５
月１９日以前
の工事 

151,416 リットル
（40,000 ガロン）
を超え、246,052
リットル（65,000
ガロン）以下。 

蒸気圧が１０．３ｋＰａ[１．５ｐｓｉａ]以上７６．６ｋＰ
ａ[11.1ｐｓｉａ]以下の場合、貯蔵容器は以下を備えなけれ
ばならない。 

・フローティングルーフ、 

・蒸気回収システム、又は 

・それらの等価物 

蒸気圧が５７０ミリメートル水銀[１１．１ｐｓｉａ]を超え
る場合は、貯蔵容器は蒸気回収システム又はその等価物を備
えなければならない。 

１９７３年６
月１１日以
降、１９７８
年５月１９日
以前の建設・
改造 

246,052 リットル
（65,000 ガロン）
を超える場合 

１９７８年５
月１８日以
降、１９８４
年７月２３日
以前に着工し
たもの 

151,416 リットル
（40,000 ガロン）
を超える場合 

蒸気圧が１０．３（ｋＰａ）[１．５ｐｓｉａ]以上７６．６
（ｋＰａ）[１１．１ｐｓｉａ]以下の場合、貯蔵容器は以下
を備えなければならない。 

・外部フローティングルーフ、 

・タンクの壁とカバーの縁の間に連続的な閉鎖装置を備えた
内部フローティングタイプのカバーを備えた固定屋根、又は 

・蒸気リカバリーシステムと蒸気リターン又は廃棄システム。 

１９８４年７
月２３日以降
の建設、改築、
改造の開始 

75,000 リットル
（19,813 ガロン）
以上、151,000 リ
ットル（39,890
ガロン）未満の場
合 

最大蒸気圧が２７．６ｋＰａ[４．０ｐｓｉａ]以上７６．６
ｋＰａ[１１．１ｐｓｉａ]未満の場合は、各貯蔵容器に以下
のものを備えなければならない。 

・固定屋根と内部のフローティングルーフの組み合わせ、 

・外部フローティングルーフ、又は 

・密閉式ベントシステムと制御装置 

１９８４年７
月２３日以降
の建設、改築、
改造の開始 

75,000 リットル
（19,813 ガロン）
を超える場合 

最大蒸気圧が７６．６ｋＰａ[１１．１ｐｓｉａ]以上の場合、
各貯蔵容器は以下を備えなければならない。 

・密閉式ベントシステム及び制御装置、又はそれと同等のも
の 

１９８４年７
月２３日以降
の建設、改築、
改造の開始 

151,000 リットル
（39,890 ガロン）
を超える場合 

最大蒸気圧が５．２ｋＰａ[０．７５ｐｓｉａ]以上７６．６
ｋＰａ[１１．１ｐｓｉａ]未満の場合は、各貯蔵容器に以下
のものを備えなければならない。 

・固定屋根と内部フローティングルーフの組み合わせ、 

・外部フローティングルーフ、又は 

・密閉式ベントシステムと制御装置 

ｋＰａ＝キロパスカル； ｐｓｉａ＝ポンド毎平方インチ絶対値 

 


